
- 54 -

○
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
四
章

（
略
）

第
一
章

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
第
一
条
―
第
十
条
）

第
二
章

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
の
塩
類
を
含
有
す
る
製
剤
（
第
十
一

条
―
第
十
五
条
）

第
三
章

ジ
メ
チ
ル
エ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
ト
エ
チ
ル
チ
オ
ホ
ス
フ
エ
イ
ト

を
含
有
す
る
製
剤
（
第
十
六
条
―
第
二
十
一
条
）

第
四
章

モ
ノ
フ
ル
オ
ー
ル
酢
酸
ア
ミ
ド
を
含
有
す
る
製
剤
（
第
二
十

二
条
―
第
二
十
七
条
）

第
五
章

り
ん
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
そ
の
分
解
促
進
剤
と
を
含
有
す
る

第
五
章

燐
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
そ
の
分
解
促
進
剤
と
を
含
有
す
る
製

り
ん

製
剤
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
二
条
）

剤
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
二
条
）

第
五
章
の
二
～
第
十
一
章

（
略
）

第
五
章
の
二

興
奮
、
幻
覚
又
は
麻
酔
の
作
用
を
有
す
る
物
（
第
三
十

二
条
の
二
）

第
五
章
の
三

発
火
性
又
は
爆
発
性
の
あ
る
劇
物
（
第
三
十
二
条
の
三

）

第
六
章

営
業
の
登
録
及
び
特
定
毒
物
研
究
者
の
許
可
（
第
三
十
三
条

―
第
三
十
七
条
）

第
七
章

危
害
防
止
の
措
置
を
講
ず
べ
き
毒
物
等
含
有
物
（
第
三
十
八

条
）

第
八
章

特
定
の
用
途
に
供
さ
れ
る
毒
物
又
は
劇
物
（
第
三
十
九
条
・

第
三
十
九
条
の
二
）

第
八
章
の
二

毒
物
又
は
劇
物
の
譲
渡
手
続
（
第
三
十
九
条
の
三
）

第
九
章

毒
物
及
び
劇
物
の
廃
棄
（
第
四
十
条
）
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第
九
章
の
二

毒
物
及
び
劇
物
の
運
搬
（
第
四
十
条
の
二
―
第
四
十
条

の
八
）

第
九
章
の
三

毒
物
劇
物
営
業
者
等
に
よ
る
情
報
の
提
供
（
第
四
十
条

の
九
）

第
十
章

業
務
上
取
扱
者
の
届
出
（
第
四
十
一
条
・
第
四
十
二
条
）

第
十
一
章

手
数
料
（
第
四
十
三
条
）

附
則

附
則

第
五
章

り
ん
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
そ
の
分
解
促
進
剤
と
を
含
有

第
五
章

燐
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
そ
の
分
解
促
進
剤
と
を
含
有
す

り
ん

す
る
製
剤
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
二
条
）

る
製
剤
（
第
二
十
八
条
―
第
三
十
二
条
）

（
使
用
者
及
び
用
途
）

（
使
用
者
及
び
用
途
）

第
二
十
八
条

法
第
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
り

第
二
十
八
条

法
第
三
条
の
二
第
三
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
燐り

ん

ん
化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
そ
の
分
解
促
進
剤
と
を
含
有
す
る
製
剤
の
使
用

化
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
そ
の
分
解
促
進
剤
と
を
含
有
す
る
製
剤
の
使
用
者

者
及
び
用
途
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

及
び
用
途
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

一

（
略
）

一

使
用
者

イ

（
略
）

イ

国
、
地
方
公
共
団
体
、
農
業
協
同
組
合
又
は
日
本
た
ば
こ
産
業

株
式
会
社

ロ

く
ん
蒸
に
よ
り
倉
庫
内
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
内
の
ね
ず
み
、
昆

ロ

燻
蒸
に
よ
り
倉
庫
内
若
し
く
は
コ
ン
テ
ナ
内
の
ね
ず
み
、
昆
虫

く
ん

こ
ん

虫
等
を
駆
除
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
又
は
営
業
の
た
め
に
倉
庫

等
を
駆
除
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
又
は
営
業
の
た
め
に
倉
庫
を

を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の

有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
の
指
定
を
受
け
た
も
の

ハ

船
長
（
船
長
の
職
務
を
行
う
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は

ハ

船
長
（
船
長
の
職
務
を
行
な
う
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又

く
ん
蒸
に
よ
り
船
倉
内
の
ね
ず
み
、
昆
虫
等
を
駆
除
す
る
こ
と
を

は
燻
蒸
に
よ
り
船
倉
内
の
ね
ず
み
、
昆
虫
等
を
駆
除
す
る
こ
と
を

く
ん

こ
ん

業
と
す
る
者

業
と
す
る
者

二

用
途

倉
庫
内
、
コ
ン
テ
ナ
（
産
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年

二

用
途

倉
庫
内
、
コ
ン
テ
ナ
（
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
一
〇
号
（

法
律
第
百
八
十
五
号
）
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｚ
一
六
一
〇
号
（

大
形
コ
ン
テ
ナ
）
に
適
合
す
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の

大
形
コ
ン
テ
ナ
）
に
適
合
す
る
コ
ン
テ
ナ
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
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内
容
積
を
有
す
る
密
閉
形
コ
ン
テ
ナ
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
内
又

内
容
積
を
有
す
る
密
閉
形
コ
ン
テ
ナ
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
内
又

は
船
倉
内
に
お
け
る
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
駆
除
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る

は
船
倉
内
に
お
け
る
ね
ず
み
、
昆
虫
等
の
駆
除
（
前
号
ロ
に
掲
げ
る

こ
ん

者
に
あ
つ
て
は
倉
庫
内
又
は
コ
ン
テ
ナ
内
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者
に

者
に
あ
つ
て
は
倉
庫
内
又
は
コ
ン
テ
ナ
内
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
者
に

あ
つ
て
は
船
倉
内
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

あ
つ
て
は
船
倉
内
に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）

（
容
器
）

（
容
器
）

第
四
十
条
の
二

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
自
動
車
燃
料
用
ア

第
四
十
条
の
二

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
自
動
車
燃
料
用
ア

ン
チ
ノ
ッ
ク
剤
を
除
く
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
容
器
は
、

ン
チ
ノ
ツ
ク
剤
を
除
く
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
容
器
は
、

産
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
一
号
（
鋼
製
ド
ラ

工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
一
号
（
鋼
製
ド
ラ

ム
缶
）
第
一
種
に
適
合
す
る
ド
ラ
ム
缶
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度

ム
缶
）
第
一
種
に
適
合
す
る
ド
ラ
ム
缶
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度

を
有
す
る
ド
ラ
ム
缶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
有
す
る
ド
ラ
ム
缶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
自
動
車
燃
料
用
ア
ン
チ
ノ
ッ
ク

２

四
ア
ル
キ
ル
鉛
を
含
有
す
る
製
剤
（
自
動
車
燃
料
用
ア
ン
チ
ノ
ツ
ク

剤
に
限
る
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
容
器
は
、
産
業
標
準
化

剤
に
限
る
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
容
器
は
、
工
業
標
準
化

法
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
一
号
（
鋼
製
ド
ラ
ム
缶
）
第
一

法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｚ
一
六
〇
一
号
（
鋼
製
ド
ラ
ム
缶
）
第
一

種
に
適
合
す
る
ド
ラ
ム
缶
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す

種
に
適
合
す
る
ド
ラ
ム
缶
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を
有
す

る
ド
ラ
ム
缶
又
は
当
該
製
剤
の
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の

る
ド
ラ
ム
缶
又
は
当
該
製
剤
の
国
際
海
事
機
関
が
採
択
し
た
危
険
物
の

運
送
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
容
器
で
あ
つ
て

運
送
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
容
器
で
あ
つ
て

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
た
る
毒
物
（
液
体
状
の
も
の
に
限
る
。
）
を
内

３

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
た
る
毒
物
（
液
体
状
の
も
の
に
限
る
。
）
を
内

容
積
が
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
に
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、

容
積
が
千
リ
ツ
ト
ル
以
上
の
容
器
に
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
容
器
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
又
は
高
圧

そ
の
容
器
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
又
は
高
圧

ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
四
十
四
条
第
一

ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
四
十
四
条
第
一

項
の
容
器
検
査
に
合
格
し
た
も
の
若
し
く
は
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第

項
の
容
器
検
査
に
合
格
し
た
も
の
若
し
く
は
同
項
第
一
号
若
し
く
は
第

二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
号
に
掲
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

容
器
の
内
容
積
は
、
一
万
リ
ッ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

一

容
器
の
内
容
積
は
、
一
万
リ
ツ
ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二

容
器
並
び
に
そ
の
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
蓋
の
材
質
は
、
産

二

容
器
並
び
に
そ
の
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
ふ
た
の
材
質
は
、
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業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
号
（
一
般
構
造

工
業
標
準
化
法
に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
Ｇ
三
一
〇
一
号
（
一
般
構

用
圧
延
鋼
材
）
に
適
合
す
る
鋼
材
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度
を

造
用
圧
延
鋼
材
）
に
適
合
す
る
鋼
材
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
強
度

有
す
る
鋼
材
で
あ
る
こ
と
。

を
有
す
る
鋼
材
で
あ
る
こ
と
。

三

容
器
並
び
に
そ
の
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
蓋
に
使
用
さ
れ
る

三

容
器
並
び
に
そ
の
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
ふ
た
に
使
用
さ
れ

鋼
板
の
厚
さ
は
、
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

る
鋼
板
の
厚
さ
は
、
四
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四

（
略
）

四

常
用
の
温
度
に
お
い
て
二
百
九
十
四
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
（
ゲ

ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
行
う
水
圧
試
験
に
お
い
て
、

漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

内
容
積
が
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
内
部

五

内
容
積
が
二
千
リ
ツ
ト
ル
以
上
の
容
器
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
内
部

に
防
波
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

に
防
波
板
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

六
・
七

（
略
）

六

弁
及
び
配
管
は
、
鋼
製
で
あ
る
こ
と
。

七

容
器
の
外
部
に
突
出
し
て
い
る
マ
ン
ホ
ー
ル
、
注
入
口
そ
の
他
の

附
属
装
置
に
は
、
厚
さ
二
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
で
作
ら

れ
た
山
形
の
防
護
枠
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

４

ふ
っ
化
水
素
又
は
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
（
ふ
っ
化
水
素
七
十
パ
ー

４

弗
化
水
素
又
は
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
（
弗
化
水
素
七
十
パ
ー
セ
ン

ふ
つ

ふ
つ

セ
ン
ト
以
上
を
含
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
内
容
積
が
千
リ
ッ
ト
ル

ト
以
上
を
含
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
内
容
積
が
千
リ
ツ
ト
ル
以
上

以
上
の
容
器
に
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
容
器
は
、
前
項

の
容
器
に
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
容
器
は
、
前
項
第
一

第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

号
、
第
二
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

一

容
器
並
び
に
そ
の
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
蓋
に
使
用
さ
れ
る

一

容
器
並
び
に
そ
の
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
ふ
た
に
使
用
さ
れ

鋼
板
の
厚
さ
は
、
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

る
鋼
板
の
厚
さ
は
、
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

常
用
の
温
度
に
お
い
て
四
百
九
十
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
で
行
う

水
圧
試
験
に
お
い
て
、
漏
れ
、
又
は
変
形
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

。

三

内
容
積
が
五
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
に
あ
つ
て
は
、
当
該
容
器

三

内
容
積
が
五
千
リ
ツ
ト
ル
以
上
の
容
器
に
あ
つ
て
は
、
当
該
容
器
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内
の
温
度
を
四
十
度
以
下
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
断
熱
材
が
使
用
さ

内
の
温
度
を
四
十
度
以
下
に
保
つ
こ
と
が
で
き
る
断
熱
材
が
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
。

れ
て
い
る
こ
と
。

四

内
容
積
が
二
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容
器
に
あ
つ
て
は
、
弁
が
そ
の

四

内
容
積
が
二
千
リ
ツ
ト
ル
以
上
の
容
器
に
あ
つ
て
は
、
弁
が
そ
の

容
器
の
上
部
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

容
器
の
上
部
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

５

ふ
っ
化
水
素
を
含
有
す
る
製
剤
（
ふ
っ
化
水
素
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

５

弗
化
水
素
を
含
有
す
る
製
剤
（
弗
化
水
素
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を

ふ
つ

ふ
つ

上
を
含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
内
容
積
が
千
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
容

含
有
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
内
容
積
が
千
リ
ツ
ト
ル
以
上
の
容
器
に

器
に
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
容
器
は
、
第
三
項
第
一
号

収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
容
器
は
、
第
三
項
第
一
号
、
第

、
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
並
び
に
前
項
第
四
号
に
定

二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
七
号
並
び
に
前
項
第
四
号
に
定
め
る

め
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

一

容
器
並
び
に
そ
の
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
蓋
に
使
用
さ
れ
る

一

容
器
並
び
に
そ
の
マ
ン
ホ
ー
ル
及
び
注
入
口
の
ふ
た
に
使
用
さ
れ

鋼
板
の
厚
さ
は
、
四
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

る
鋼
板
の
厚
さ
は
、
四
・
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

容
器
の
内
面
が
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
そ
の
他
の
腐
食
さ
れ
難
い
物
質
で

被
覆
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

弁
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
又
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
皮
膜
を
施
し
た
鋼

三

弁
は
、
プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
製
又
は
プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
皮
膜
を
施
し
た
鋼

製
で
あ
り
、
配
管
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
皮
膜
を
施
し
た
鋼
製
で
あ
る

製
で
あ
り
、
配
管
は
、
プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
皮
膜
を
施
し
た
鋼
製
で
あ
る

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
さ
れ
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
は
、
ポ

こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
さ
れ
る
プ
ラ
ス
チ
ツ
ク
は
、
ポ

リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
そ
の
他
の
腐
食
さ
れ
難
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

リ
プ
ロ
ピ
レ
ン
そ
の
他
の
腐
食
さ
れ
難
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

６

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
た
る
毒
物
（
液
体
状
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は

６

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
た
る
毒
物
（
液
体
状
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は

ふ
っ
化
水
素
若
し
く
は
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
の
国
際
海
事
機
関
が
採

弗
化
水
素
若
し
く
は
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
の
国
際
海
事
機
関
が
採
択

ふ
つ

択
し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

し
た
危
険
物
の
運
送
に
関
す
る
規
程
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る

る
容
器
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
運
搬
に
つ
い

容
器
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て

て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
前
三
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る

は
、
厚
生
労
働
省
令
で
、
前
三
項
に
掲
げ
る
基
準
の
特
例
を
定
め
る
こ

こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

７

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
た
る
毒
物
（
液
体
状
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は

７

無
機
シ
ア
ン
化
合
物
た
る
毒
物
（
液
体
状
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
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ふ
っ
化
水
素
若
し
く
は
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
の
船
舶
に
よ
る
運
搬
に

弗
化
水
素
若
し
く
は
こ
れ
を
含
有
す
る
製
剤
の
船
舶
に
よ
る
運
搬
に
つ

ふ
つ

つ
い
て
は
、
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

い
て
は
、
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。


